（様式１）
現 場 代 理 人 兼 任 届
令和    年    月    日
志免町長  様
	
	住所
	

	受注者
	商号又は名称
	

	
	代表者
	



次のとおり、工事契約請負条項第10条第３項の規定に基づき、現場代理人を兼任することとしたいので届け出ます。

	現場代理人氏名
	

	現場代理人連絡先
	通常：
	緊急時：

	新たに兼任する工事
	工 事 名
	

	
	工事場所
	

	
	工    期
	令和    年    月    日 から 令和    年    月    日 まで

	
	請負代金額
	                                                円

	
	発注機関名
及び担当部署
	

	
	監督員氏名
	

	
	備    考
	

	既に現場代理人となっている工事
	工 事 名
	

	
	工事場所
	

	
	工    期
	令和    年    月    日 から 令和    年    月    日 まで

	
	請負代金額
	                                                円

	
	発注機関名
及び担当部署
	

	
	監督員氏名
	

	
	備    考
	

	現場代理人兼任期間
	令和    年    月    日 から 令和    年    月    日 まで



※ 他の発注機関の工事と兼任する場合
	（他の発注機関の承認欄）
  上記現場代理人の兼任について承認します。
令和    年    月    日      発注機関名                       　　　　               印



兼任の条件
「建設工事における現場代理人の兼任に係る取扱いについて」
１　現場代理人の兼任が可能となる工事

発注者が、工事内容、工事の時期及び工事現場の状況などから総合的に判断し、兼任可能と判断した次の条件を全て満たす工事については、兼任を認める。
⑴　それぞれの工事の契約金額（税込）が4500万円（建築一式工事の場合は9000万円）未満であること（ただし、本町以外の発注工事については、その発注者が設定する条件による）
⑵　発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること
⑶　兼任できる工事は３件までであること（志免町発注の工事に限らない（※））
⑷　兼任する工事は、工事現場の相互の間隔がおおむね10km以内の範囲であること
⑸　発注者又は監督員が求めた場合には工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと
⑹　兼任する現場代理人は、必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、1日1回以上、担当工事現場を巡回し、現場管理等に当たること
（※）相手方発注者の承認が必要です。
